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○ 社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告（提

言）（平成 28年３月 10日）（抜粋） 

 

※ 下線部は、児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号。以下「改正

法」という。）、改正法に伴う関連法令・関連通知等において、措置済み。 

 

８．職員の専門性の向上 

（１）子ども家庭福祉を担う職員の配置・任用要件 

① 児童相談所機能を担う職種、任用要件、配置基準 

児童相談所の職員については、現在の児童福祉法では、所長と児童福祉司の任用要

件しか定められておらず、児童福祉司の任用要件には抜け道とも言える道が残されて

いるため、十分な技能を有しない者が任用される場合がある、地域間のばらつきが大

きいといった実情がある。 

このため、児童相談所に配置することが必要な人材について、法律上明確に位置付

けるとともに、任用要件で質を、配置標準で量を、担保する必要がある。 

児童福祉司について、一定の基準に適合する研修の受講を義務付けるべきである。 

・ 社会福祉士等の基礎資格に応じて、必要な研修を受講させる。 

・ 社会福祉主事（２年以上児童福祉事業に従事）を任用する場合、任用前の指定講習

会受講も義務付ける。 

児童福祉司の配置標準については、児童虐待相談対応件数を考慮したものに見直す

べきである。 

教育・訓練・指導担当児童福祉司（以下スーパーバイザー）について、法律上、児

童相談所への配置を明記する必要がある。 

また、児童心理司、医師又は保健師について、法律上、児童相談所への配置を明記す

る必要がある。児童心理司は評価の業務と支援業務を担うため、子ども保護機能を担う

機関（組織）、支援マネージメント機能を担う機関（組織）に適切に配置することが必

要である。また、医師又は保健師を配置することも必要である。なお、児童心理司につ

いては、公認心理師であることを任用要件とすることも考えられるが、公認心理師の資

格取得に必要なカリキュラム等が決まっていないため、その検討結果を踏まえる必要

があるとの意見があった。 

児童相談所長については、スーパーバイザーの任用要件を満たす者とするべきであ

る。ただし、医師に関しては、今後の専門医制度の動向により、適切な専門医が確立さ

れれば、その専門医であることを任用要件とすることが必要との意見があった。 

 

② 市区町村で支援を担う職種、任用要件、配置基準 

市区町村は、「地域子ども家庭支援拠点」を整備し、児童家庭相談や要保護児童対策
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地域協議会の運営に加え、養護・育成相談等のうち措置を伴わないものについても応じ

るため、組織や職員体制の充実が求められる。 

これまで、市区町村の職員配置についての基準は必ずしも明確でなかったが、新たな

役割を担うにあたって従事する職員の資格要件及び配置基準を検討することが求めら

れる。ただし、規模の小さな市区町村では、専従でない保健師が要保護児童対策地域協

議会を担っていることも多い。自治体の規模に合わせて職員の充実を図る必要がある。 

特に、市区町村が設置する「地域子ども家庭支援拠点」は、支援実務を行うとともに、

地域の関係機関との連携の中で社会的な援助を行う中核となることから、それに従事

する職員として児童福祉司及びその他必要な職員を置くべきである。 

「地域子ども家庭支援拠点」には、専ら子ども・家庭の相談支援にあたる複数の職員

を置くこととし、最低 1 名は児童福祉司資格を有する者とすべきであり、その他の職

員についても児童福祉司資格もしくはそれに準ずる資格を所持している者の配置に努

めるべきである。 

市区町村が「地域子ども家庭支援拠点」を設置するにあたっては、関連する家庭児童

相談室事業や子ども子育て支援法に規定される地域子育て支援事業及び母子保健事業

等との調整を行うなどして、事業に必要な職員の確保を行い、利用者の利便向上を図る

とともに、地域子ども家庭支援拠点が組織的かつ効果的に運用されるよう努めるべき

である。 

「地域子ども家庭支援拠点」の設置にあたっては、当該自治体を所管する児童相談所

と十分な協議を行い、円滑に業務を行えるようにするとともに、児童相談所からの職員

派遣や相互交流等、連携体制の構築に努める必要がある。 

 

（２）子ども家庭福祉を担う指導的職員の資格のあり方 

子ども家庭支援に当たる職員の専門性の向上は、長年大きな課題となってきた。これ

までは研修の充実を図るのみであったが、研修が実際に身についているかの判断はな

されておらず、その技能がある職員かどうかは外部からわかりにくい状況となってい

た。 

これを解決するため、まずは、指導的職員の専門性を向上させるとともに、その能力

を客観的に明確化する観点から、子ども家庭に関する専門の相談員としての新たな公

的資格を創設することを検討すべきである。 

子ども家庭福祉の支援における指導的職員が有すべき知識・技能は、ソーシャルワー

クを基盤として、心理的な見立て、子どもの心身の健康に関する知識・技能が必要とな

る。一定の基礎資格を有する者で少なくとも５年以上の認定された子ども家庭福祉の

現場での実務経験を有するものが、それぞれの基礎資格で不足しているところを研修

等で補った上で受験できるようにすることが考えられる。 

児童相談所、市区町村等において子ども家庭福祉に関する指導的業務を担う公的資
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格とし、子ども家庭福祉の質の担保という責務が果たされるよう国の資格とする。資格

創設に時間がかかるようであれば、早急な対応を図るため、介護支援専門員（ケアマネ

ージャー）資格同様、都道府県による資格とすることも考えられる。 

資格は、①一定の基礎資格を有する者であって、②５年程度の児童福祉に関する実務

経験（児童相談所、市町村、児童養護施設ファミリーソーシャルワーカー等）を有する

ものが、③試験（単なるペーパーテストではなく、ケースレポート等を含む。）に合格

した場合に付与することが考えられる。  

基礎資格については、上記のとおり、ソーシャルワークを基盤とするものの、心理的

見立て、子どもの心身の健康と発達の保障を必要とすることから、社会福祉士や精神保

健福祉士の資格に加えて、心理師と保健師も考えられる。 

児童相談所のみならず、市区町村、社会的養護、民間団体等で広く活躍できる資格と

する。医師も基礎資格とすべきかどうかに関しては両論が存在した。資格創設に当たっ

ての移行措置として、当面、上記②の実務経験を有する者は、一定の研修を受講した上

で、上記③の資格試験を受けることができるようにする必要がある。 

資格には有効な期限を設け、更新する制度とするとの意見があった。 

こうした意見を踏まえ、子ども家庭福祉に関する資格については、関係学会が中心と

なって、法改正後に具体的なあり方を検討すべきである。 

また、資格化を含めた子ども家庭福祉を担当する職員の資質向上のための方策に関

する調査研究を実施すべきである。 

なお、早急に児童相談所等の職員の専門性を向上させるとともに、公的資格創設の環

境を整備するため、モデルの構築を含め、平成 28 年度から 29 年度は関連学会等にお

いて認定資格を付与することも考えられるとの意見があった。 


